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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成21年6月26日に提出いたしました第80期(自　平成20年4月1日　至　平成21年3月31日)の有価証券報

告書の添付資料のうち、「定款」の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の

訂正報告書を提出するものであります。なお、訂正事項及び訂正箇所は以下のとおりであります。 

　

２ 【訂正事項】

訂正後の「定款」は別途添付しております。

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は＿線で表示しております。

　

添付文書

定款

　　　　　(訂正前)

　　　　　　　(目的)

　　　　　　　第2条

　　　　　　 　(11)放送に関わる著作物及び標章等を複製使用した日用品雑貨並びにスポーツ用品、

　　　　　　　    衣料品、家庭電気製品、電気通信機器、時計、玩具、装身具、録音・録画テープ、

                  ディスク、プリペイドカード、たばこ、航空券、航空券及び飲食物の販売

　　　　　 　　(20)経営コンサルト業務

　　　　　　 　(23)建築物及び構築物の企画、設計、施工、監理並びにコンサルト業務

　　　　　　 　(24)前各号に附帯関連する一切の業務

　

　　　　　　　(単元未満株式数）

　　　　　　 　第8条　当会社の単元株式数は、1,000株とする。

　

　　　　　　　(外国人等の株主名簿への記載又は記録の制限)

　　　　　　 　第12条 

　　　　　　 　(1)日本国籍を有しない者

　　　　　　 　(3)外国の法人または団体

　　　　　   　(4)前3号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以

　　　　　　　　　上である法人または団体

　

　　　　　　　(招集権者及び議長)

　　　　　　 　第16条 

　　　　　　　　2　取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、

　　　　　　　　　 他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

　

　　　　　　　(取締役会の招集権者及び議長)

　　　　　　 　第24条 

　　　　　　　　2　取締役会長に事故あるとき、又は取締役会長が欠けたときは、取締役会におい

　　　　　　　　　 てあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が招集し、議長となる。
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　　　　　(訂正後)

　　　　　　　(目的)

　　　　　　　第2条

　　　　　　 　(11)放送に関わる著作物及び標章等を複製使用した日用品雑貨並びにスポーツ用品、

　　　　　　　 　  衣料品、家庭用電気製品、電気通信機器、時計、玩具、装身具、録音・録画テー

                   プ、ディスク、プリペイドカード、たばこ、航空券及び飲食物の販売

　　　　　 　　(20)経営コンサルタント業務

　　　　　　 　(23)建築物及び構築物の企画、設計、施工、監理並びにコンサルタント業務

　　　　　　 　(24)前各号に付帯関連する一切の業務

　　　　 　

　　　　　　　(単元株式数）

　　　　　　 　第8条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。

　

　　　　　　　(外国人等の株主名簿への記載又は記録の制限)

　　　　　　 　第12条 

　　　　　　 　(1)日本国籍を有しない人

　　　　　　 　(3)外国の法人又は団体

　　　　　　 　(4)前3号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以

　　　　　　　　　上である法人又は団体

　

　　　　　　　(招集権者及び議長)

　　　　　　 　第16条 

　　　　　　　　2　取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従

　　　　　　　　 　い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

　

　　　　　　　(取締役会の招集権者及び議長)

　　　　　　 　第24条 

　　　　　　　　2　取締役会長に事故があるとき、又は取締役会長が欠けたときは、取締役会におい

　　　　　　　　　 てあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
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